
  

見守り活動情報交換会 

 11 月 22 日（金）に見守り活動情報交換会を行いました。見守りボランティア活動を通して見えてく

る気になる点、注意喚起など、有意義な情報交換ができました。 

お掃除教室～家でも掃除をしてみましょう～ 

 「おさえ掃き」 「縦しぼり」 「端まで拭く」 これらは、11月 21日（木）に行った「お掃除教室」で

紹介された言葉です。ダスキンから 3名の講師が来てくださり、実技も含めて掃除の仕方を教えてもら

いました。子供達は関心をもって参加し、学んだことを学校での掃除にも活かしています。家庭でも子

供達が掃除をする機会を設けてみてください。 

 

 

 

ブックトーク 
 松永図書館から、２名の司書が来校され、学年別にブックトークを開い

てくださいました。「音」をテーマにして、絵本や読み物を紹介してくださ

いました。司書の方のお話に子供達は耳を傾け、本をじっくりと見ていま

した。また自由に本を選んで手にとる場面もあり、読書に親しむことがで

きました。 

 松永図書館のカードをお持ちでしょうか。まだの方はカードを作ってぜ

ひ本を借りてみてください。 

親子でいろいろな本を読み、親子でのブックトークをしていただけると幸

いです。小学生時代のよい思い出にもなりますので、保護者の皆様のご

協力をお願いします。 

ミュージカル引き継ぎ式 
 金江小伝統のミュージカル「青い目の人形」の引き継ぎ式を１１月１３日（水）に行いました。４年

生から３年生に台本と楽譜が受け渡され、３年生は神妙な面持ちで４年生の励ましの言葉を聞いてい

ました。「青い目の人形」のミュージカルは、その年ごとの４年生の個性が発揮されて、「同じだけれど

違う」「変わらないようでいて変わっている」ところに魅力があります。３年生２４人が１年後の学習発

表会でどのような演技を披露してくれるか楽しみです。どうぞご期待ください。 

 

PTA校内環境整備 
 11月１０日（日）に実施しました PTA校内環境整備には、多くの保護者の皆さんがご参加ください

ました。児童が普段の掃除でできない高所や溝を中心に、一生懸命に作業していただきました。保護

者の皆さんのおかげで、校内環境が清々しく、美しくなりました。休日にもかかわらず、子供達のために

作業してくださり、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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教育の実現～」  学校教育目標「共に高まる たくましい子の育成」 

＋ 助け合う 

－ 引き受ける 

× 声をかけ合う 

÷ 分かち合う 

🌼  🌼 🌝 🌼 🌼 お 知 ら せ  🌼 🌛 🌼 🌼 

・スクールカウンセラー来校日は、12月 18日（水）14:00、1月 22日（水）10:30です。相談
希望がありましたら担任にお知らせください。 
・学校閉庁期間は１２月２7日（金）から１月 5日（日）です。三学期は１月７日（火）から始まりま
す。学校閉庁期間中，緊急連絡が必要な場合は次の連絡先を参照してください。 
（学校閉庁期間の緊急連絡先） 
 福山市教育委員会  学事課 ０８４－９２８－１１１２  学びづくり課 ０８４－９２８－１２７５ 
 夜間の場合は福山市役所に連絡してください。  084-921-2130 
・2025年（令和 7年）1月 20日（月）13:55より道徳参観日を予定しています。また午前中に
は 5年生の PTCが予定されています。 

（保護者の皆さんにお願いしたいこと） 

 「下校時に迎えの車が路上停車をしていて、自分の家の車に向かって子供が走って近づき対向車
と接触しそうになり危ない。運転者は車に乗ったままで、子供が来るのを待っており、複数台の車が

並ぶとより危ない。」という指摘がありました。 

①路上停車で待機して、子供が来るのを待つのは事故の危険があります。特に一斉下校時は一時

的に複数の車が連なります。安全な場所で待機してください。路上駐車をしないでください。 

②消防屯所前は黄色の駐車禁止エリアには車を置かないでください。 

③運動場に車で入って待つことができるようにします。交流館側、サッカーゴール周辺に下校時刻の

5分前までに入っておいてください。接触事故を防ぐため、徒歩で帰る児童の列が校門を出てから、

退出してください。 

④ランドセルや手荷物だけを迎えの車に積み込み、子供は身軽になって歩いて帰る、あるいは下校

する友達と一緒にそのまま遊びにいくということがあります。いったん家に保護者と帰るようにしてく

ださい。下校時に通学路を歩いていて、交通事故にあった場合は、スポーツ振興センターの保険が

適用されます。そうでない場合は保険が適用できないことがありますので、いったん家に帰るように

してください。 

 


